
 ご利用者及びご家族からの苦情については、私どもは責任をもって、対応させていただきます。

 苦情から解決までの流れは下記の通りとなります。

相談員 各部門　苦情受付担当者

　　申出 　苦情受付

　一次対応 　苦情取りまとめ 　  苦情発生報告

内容確認 　　苦情受付票への記入

　　   苦情対応

　　　①苦情内容の明確化

　　　②事実確認

　　　③原因調査

　　　④調査経緯の記録

　　　　調査結果の記録

　　　⑤解決策の検討

　　　　

合意 　解決策の実施及び検証 　苦情対応結果報告

 （苦情防止対策委員会）

　 予防策の実施及び検証

 適宜

　 苦情の報告及び解決方法

　　   予防対策の報告

　　改善策・予防対策

　　について報告、相談

   ①情報の共有、問題協議

   ②苦情解決に向けての中立公平な視点での判断、指示

社会福祉法人　心友会　

　 苦情発生

合意しない（苦情防止対策委員会）

問

題

発

生

時

　　　解決案の提示

　  結果報告

　　 苦情処理第三者委員会

　　　苦情解決総括責任者　： 施設長

　　　苦情処理第三者委員　： 施設長・事務局・菊原隆介・上田耕也

ご利用者及びご家族 施設長

　　　苦情解決部門責任者　： デイ管理者

苦情解決についてのフローチャート

　　　苦情の受付　　　　　： 相談員

　　　苦情のとりまとめ　　： 第三者委員会


